
HAMACO:LIVING 利用規則 
 
 
一般社団法人まちのね浜甲子園（以下「管理者」）は、共生型地域交流拠点「HAMACO:LIVING」（以下「本施設」）の
運営に関し、次のとおり利用規則を定めます。 利用者が本規則に違反した場合、管理者は第7条の規定に基づき、本
施設の利用を取り消すことができます。  

第1条（遵守義務） 

本施設の利用者は、本規則に同意し、これを遵守しなければなりません。  

第2条（開館時間及び貸切利用時間） 

1.​ 開館時間：10:00～17:00  
2.​ 定休日：火曜・日曜・祝祭日  

○​ 貸切・イベント利用時は定休日も開館する場合があります。  
○​ 管理者の都合により変更する場合があります。最新情報はHP等のカレンダーをご確認ください。  

3.​ 貸切可能時間：9:00～21:00  
○​ 開館日の15:00～17:00は自由利用を優先するため、貸切利用については要相談となります。  

4.​ 共生型拠点の運用：貸切利用は「一部貸切」を基本とし、共生型地域交流拠点として、いかなる場合も一般利
用者が滞在できるスペースを維持するものとします。 

第3条（利用上の留意事項：共通） 

1.​ 施設内は禁煙および火器厳禁とします（カセットコンロを除く）。  
2.​ 音楽活動（カラオケ・楽器等）を行う際は、音量や時間帯に十分配慮してください。  
3.​ 利用者同士、互いに譲り合って利用してください。  
4.​ 宗教勧誘、法令違反、公序良俗に反する行為は禁止します。  
5.​ 貴重品は自己責任で管理してください。  
6.​ 飲食は貸切利用時のみ可能です。キッチン使用には備品制限があります。  
7.​ 事務所スペースへの立ち入りは禁止します。  
8.​ 体調不良時の利用は控えてください。  
9.​ 医療行為（施術等）は禁止します。ただし、医療効果を標榜しない軽微なリラクゼーション等は除きます。  

第4条（自由利用の留意事項） 

1.​ 利用料金は無料です。  
2.​ 小学生未満のお子様は、必ず保護者が同伴してください。  
3.​ 利用後は清掃を行い、什器・備品を元の状態に戻してください。  
4.​ 一部貸切・イベント開催時も入館いただけますが、貸切利用者に配慮し、静かにご利用ください。  
5.​ 食事（お菓子含む）は禁止です。飲み物は可能です。ゴミは必ずお持ち帰りください。  

第5条（貸切利用の留意事項） 

1.​ 予約制：事前予約制です。利用日の2ヶ月前から2回分まで予約可能です（準備・撤収時間を含む）。  
2.​ 利用料金（1時間単位、以降30分単位で精算）：  

○​ 個人会員：990円／時間  
○​ 一般：1,760円／時間  

3.​ 代表者は開始時に必ず来館してください。遅れる場合は事務所へ連絡が必要です。  
4.​ キャンセルは前営業日の17:00までに連絡してください。無連絡の場合は返金いたしません。  
5.​ 拠点の役割：本施設は共生型地域交流拠点であるため、貸切利用中もスタッフ・訪問者の入館および一般利

用者のスペース確保を行います。「全館完全貸切（締め出し）」は行わず、常に一部スペースを地域へ開放す
ることをあらかじめ承諾の上、ご利用ください。 

6.​ 延長希望は終了30分前までに相談してください（次の方の予約がある場合は不可）。  
7.​ 利用内容により、貸切をお断りする場合があります。  
8.​ 終了後は清掃を行い、利用同意書を記入の上、提出してください。  
9.​ ゴミは持参した袋に入れ、すべてお持ち帰りください。  
10.​貸切終了後に自由利用へ切り替える場合は、確認のため一度退室をお願いします。  

 
 
 
 
 



 
 
第6条（設備・備品の利用） 

1.​ テーブル、椅子、キッチン用品（指定品のみ）、Free Wi-Fiが利用可能です。  
2.​ 有料貸出備品（1回100円）：  

○​ プロジェクター、スクリーン、マイク、CDラジカセ、ホース  

 

 

  ↑プロジェクターの利用方法はQRコード記載のサイト参照。 

第7条（利用の取り消し・制限） 

規則違反が認められた場合、管理者は即時に利用を停止させ、今後の利用を禁止する措置をとることがあります。  

第8条（貸切利用の中止・中断） 

以下の場合、管理者は事前通知なく利用を停止・中断できるものとします。この場合、利用料は発生しません。  

1.​ 天災・停電等の不可抗力、その他管理者が提供困難と判断した場合  
2.​ 禁止事項に該当する行為があった場合  

第9条（賠償義務） 

施設・備品の破損や損害が発生した場合は速やかに報告してください。実費による賠償責任が発生する場合がありま
す。  

第10条（免責事項） 

1.​ 施設内での事故、ケガ、盗難、利用者間のトラブル等について、管理者は一切の責任を負いません。  
2.​ お子様の安全管理は、利用者の責任において行ってください。  

 

附則 本規則は2026年4月1日より施行（改訂）します。  

 

 

 

お問い合わせ・連絡先  

一般社団法人まちのね浜甲子園  

西宮市枝川町10-1 HAMACO:LIVING 1F  

電話：0798-20-0711  


